
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【論点①】ＣＭＲの業務執行権限の範囲について

建築／土木における、各プレーヤーの法的な位置づけや、
ＣＭＲの立ち位置の違いを比較
まずは建築事業をモデルに、発注者、ＣＭＲ、設計者、
工事監理者、施工者別の役割分担を整理

論点① ＣＭＲの業務執行権限の範囲
建築を基に土木の役割分担表も事例収集・整理し、標準的
なＣＭＲの業務執行権限の範囲の明確化を図る
ＣＭＲへの権限委譲が可能な範囲について、法制度との整
合も図りながら議論の深度化を図る

資料 ４





建築事業の各段階における業務役割分担表の整理（１／４）

■各段階における業務役割分担表の整理

共通業務

企画段階

設計者選定段階

追加業務

1

○ 建築事業の企画段階における基本計画業務について、事業手法、事業の実施体制の検討及び事業コストの妥当性確認を追加



基本設計段階

建築事業の各段階における業務役割分担表の整理（２／４）
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実施設計段階

建築事業の各段階における業務役割分担表の整理（３／４）
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工事段階

完成後段階

建築事業の各段階における業務役割分担表の整理（４／４）
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土木事業におけるＣＭＲの立ち位置

【①のパターンで、発注者支援業務が別途発注された場合のＣＭＲの立ち位置】

① 従来の一般的なＣＭＲの立ち位置（特に建築事業）は、行政機関の補助的立場として、設計者等が実施した
業務の確認等を行い、主にＣＭＲから行政機関に報告等を実施しており、土木事業におけるCMRについても、基本
的に同様の立ち位置となると考えられる。（以下のイメージ図参照）
② ＣＭＲが発注者支援業務の業務内容を兼ねる場合も想定される。

③ ＣＭＲが行政機関の代行的立場として監督員体制に入る場合も想定されるが、法律行為を行わない準委任の
範囲での権限を考慮する必要がある。
※①と③では発注者支援業務が別途発注されている場合があり、③のケースでは②にように発注者支援業務を兼ねる場合もある。

行政機関（調査職員・監督職員・検査職員）

・関係機関
・住民
・地権者

CM業務受託者（CMR)

発注者支援業務受託者

測量・調査・設計業務等受託者 工事請負者

協議

確認

協議

【設計段階】

報告

説明協議

立会

指示

【工事段階】
（発注者支援業務は工事監督支援業務を想定）

報告
承諾
指示

協議
報告 指示

協議
承諾

報告
協議

確認

報告

協議 確認 報告

協議 指示承諾

確認

助言

報告

確認

協議

図中の
は契約関係を示す
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発注関係事務の民間委託について

会計法・地方自治法上（予決令§101
の８、自治令167の15④）、専門的な
知識又は技能を要する等の理由が
あるときは、民間委託が可能とさ
れている。

予定価格や競争参加資格の最終的な決定、開札、契約の相手
方の決定等の事務は、会計法・地方自治法上、行政庁の予算
執行権限と密接に関連していることもあり、民間委託の可否
が法律上明らかにされていない（※）。

設計図書の作成やそ
れに伴う積算は、実
務上も外部委託する
ことが多い。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①～⑥ ： 品確法§７に規定されている事務

※予定価格や競争参加資格を定める過程での調査や資料収集等は委託実績あり

○ 会計法・地方自治法上、公共工事に係る監督・検査や施工状況の確認・評価に関して、専門的な知識・技能を
要する等の理由があるときは、民間委託が可能とされている。

○ 一方、予定価格の作成、入札・契約の方法の選択、契約の相手方の決定については、行政庁の予算執行権
限と密接に関連していることもあり、民間委託の可否が法律上明らかにされていないことから、民間委託を円滑に
進める上で、委託可能な範囲をガイドライン等で明確化することが必要ではないか。

○ ＣＭＲへの権限委譲の範囲等においては、発注者支援業務と同様、公共サービス基本法に基づく民間委託の
可能性についても、方向性を議論する必要があるのではないか。

6H29.5.24第３回建設産業政策会議 地域建設業ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ資料を一部修正

※建築の検査の一部（設計図書との照合）は、建
築士法による監理者法定業務



（参考） 発注関係事務の民間委託の範囲（国土交通省の事例）

※ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号）

○ 国土交通省では、公共サービス改革法（※）に基づき、発注準備、入札契約、工事施工
の各段階における発注関係事務の一部の民間委託を実施。

○ なお、同法に基づき発注関係事務の一部を受託した者はみなし公務員（§25②）となり、
業務上知り得た秘密を漏洩・盗用した場合には懲役・罰金（§54）が課せられる。

工事発注資料の作成

入札公告

技術資料の提出

競争参加資格の確認・整理

施工計画、技術提案の分析

技術評価

総合評価

受注者との協議

地元住民等との協議

工事検査等の臨場・報告

工事完成検査

目的物の引渡し

詳細設計（別途委託も可能）

発注方針の決定

現地調査

図面・数量計算書の作成

積算資料の作成

発注図書の確定

予定価格の作成

入札

落札者の決定

工事発注

＜発注準備段階＞ ＜入札契約段階＞ ＜工事施工段階＞

例：入札公告案、入札説明書案 等

例：施工計画、技術提案、
工事実績、配置予定技術者 等

＜凡例＞
：発注者が行う事務 ：民間委託する事務
：入札・工事受注者が行う事務

施工状況の確認

例：設計変更に伴う数量の確認 等
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ＣＭ業務と発注者支援業務の棲み分け（1/2)

○国土交通省では、「積算の支援を行う業務」、「入
札事務における企業の資格審査、技術提案の評価の
支援を行う業務」及び「工事監督の支援を行う業務」
が発注者支援業務として発注されている。

○ 「積算の支援を行う業務」、「入札事務における企
業の資格審査、技術提案の評価の支援を行う業務」
について、発注者支援業務が発注される場合は、CM
業務においては、発注者支援業務による資料の有無
等の確認を行うことが考えられる。

○右図にあるとおり、工事監督支援業務の業務項目
は、ＣＭＲの業務（土木学会）と一部重複する。
○「工事監督支援業務」が別途発注される場合には、
基本的に工事監督支援の業務が優先されるため、Ｃ
Ｍの業務は工事監督支援業務で実施される業務以
外になる。

※土木工事監督技術基準（案）及び工事監督支援共通仕様書については、各自治体で整備されているが、こ
こではその基本となっていると考えられる国土交通省のものを記載

（次頁つづく）

8

発注者支援との業務の重複について

現場確認・調査・資料作成等は工事監督支援業
務の受託者が行い、変更の必要性等の検討はＣＭ
Ｒが実施し発注者に報告することが想定される。

①

①設計変更（契約変更）のケース



ＣＭ業務と発注者支援業務の棲み分け（2/2)

9

②
使用材料（支給材料等を含む）や施工状況（段
階確認）について、設計図書との照合は、工事監督
支援業務の受託者が行い、その報告の有無について
は、ＣＭＲが確認することが想定される。

②施工状況の確認のケース

地元調整との協議・調整に必要な資料作成は、工
事監督支援業務の受託者が行い、他機関との調整
する際の助言等は、ＣＭＲが実施することが想定され
る。

③他機関との調整のケース
③



土木事業の各段階における業務役割分担表の整理（１／３）

■各段階における業務役割分担表の整理

共通業務

基本計画段階

○ 事業段階は、「基本計画段階」、「調査・設計段階」及び「工事段階」の３段階として設定する。
○ 土木事業においては、基本計画段階からの事業期間は十年以上に及ぶ単位でのオーダーとなるものが多いが、事業
段階の初期からCMRが関与することが考えられることから、事業の種別（河川事業、道路事業等）によらない汎用的
な業務事項としてCMRの業務事項を設定する。
○ 業務事項の設定に際しては、「土木学会 監理業務共通仕様書」、「建設コンサルタンツ協会 CM活用の手引き
（案）」及び「国土交通省 土木工事監督技術基準（案）」を参考とした。

10

○ 事業段階を通じて実施される業務項目及びCM業務の業務開始時に実施する業務事項を共通業務として挙げている。
○ 基本計画段階で実施される種々の事項（事業計画検討等）については、CM業務ではなく、別途、検討業務として発注され
ることが考えられ、河川事業や道路事業といった事業種別により検討事項等が異なることから、CM業務としては大枠的な業務項
目を挙げている。

特　記

Ⅰ．共通業務

1 情報管理 確認 管理 提示（情報） 提示（情報） 提示（情報）

2 会議方式の提案と運営支援 主宰 支援 出席 出席 出席

3 紛争解決への助言 確認 支援

4 ＣＭ業務計画書の作成 受理 作成

5 ＣＭ業務記録およびＣＭ業務報告書の作成 検収 提出

6 関係者の役割と権限分担の確認 提示 確認

Ⅱ．基本計画段階

1 事業計画の内容把握及び更新 提示・確認 実施

2 事業工程計画案 承諾 提案

3 事業全体予算案 承諾 提案

4 事業のリスク等の検討 承諾 実施

5 用地取得計画 承諾 提案

プロジェクトにおける業務全般

事業関係者

発注者 CMr 設計者 発注者支援者 施工者



特　記

Ⅲ．調査（含用地補償関連）・設計段階

＜発注計画＞

1 測量・調査・設計等業務の実施計画案 承諾 提案

2 事業計画の進捗状況管理 確認 実施

＜入札契約事務＞

1 入札・契約方式の選定 承諾 提案

2 契約関連図書の作成 承諾 作成

3 積算資料の作成及び積算 承諾 実施

4 入札手続き支援 確認 支援

5 現場説明の支援及び質疑回答の取りまとめ 確認・回答 実施

6 競争参加企業の審査 承諾 提案

7 技術提案等の評価 承諾 提案

＜業務契約管理＞

1 契約管理対象の確認 提示 確認 －

2 測量・調査・設計者への監督行為・権限の確認 提示 確認 －

3 契約関連図書の内容の把握 提示 確認 －

4 測量・調査・設計等業務計画書の内容の把握 受理 確認 作成

5 測量・調査・設計等業務の監督 承諾・指示・受理 確認・報告 提出・提示

6 業務関係者に関する措置請求 承諾 提案 協議

7 契約解除に関する必要書類の作成 承諾 作成 受理

8 条件又は設計図書の変更に関わる支援 承諾 提案 通知・協議

9 設計業務間の調整 承諾 実施 協議

10 工程の把握及び進捗管理 確認 実施 提示

11 技術提案の評価 承諾 （提案）確認 提案

12 業務受託者との打合せ・協議 承諾・出席 実施 協議

13 部分払請求に関する既済部分の確認 確認・承諾 報告 請求

14 比較設計等の妥当性検討 承諾 （提案）確認 提示

15 他機関調整等 実施 支援 協力

16 地元協議等 実施 支援 協力

17 業務成果内容の確認 承諾・受理 実施 提出

＜業務検査＞ ※地方公共団体においても検査規程等で監督と検査の兼職を禁止している

1 検査資料の確認及び業務完了検査 検収 支援 ことから、監督と検査を業務として分離

2 業務成績に関する評価資料作成 評価 提案

プロジェクトにおける業務全般

事業関係者

発注者 CMr 設計者 発注者支援者 施工者

土木事業の各段階における業務役割分担表の整理（２／３）

調査設計段階

11

○ ＜入札契約事務＞に関しては、業務と工事は基本的に共通するものとしてその業務項目を挙げている。
○ 発注した調査・設計業務に関する監督と検査は担当職員の兼職が禁止されていることから、それぞれ別業務事項として＜業務
契約管理＞と＜業務検査＞を設けている。（予算決算及び会計令第101条の7※）

○ 業務契約管理の業務事項は、工事の監督技術基準を参考として業務項目を挙げている。（業務に関する監督技術基準的
なものが定められていない。） ※予算決算及び会計令第101条の7 契約担当官等から検査を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員の職務は、特別の

必要がある場合を除き、契約担当官等から監督を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から監督を命ぜられた職員の職務と兼ねることができない。

○建築でも共通と考
えられるが、建築事業
の役割分担表には記
載がない。



Ⅳ．工事段階

＜発注計画＞

1 工事の実施計画案検討 承諾 提案

2 事業計画の進捗状況管理 確認 実施

＜入札契約事務＞

1 入札・契約方式の検討 承諾 提案

2 契約関連図書の作成 承諾 作成

3 積算資料の作成及び積算 承諾 （実施）確認 実施 ※発注者支援業務発注がある場合、積算業務は発注者支援者が実施

4 入札手続き支援 確認 実施

5 現場説明の支援及び質疑回答の取りまとめ 確認・回答 実施

6 競争参加企業の審査 承諾 （提案）確認 提案 ※発注者支援業務発注がある場合、審査業務は発注者支援者が実施

7 技術提案等の評価 承諾 （提案）確認 提案 ※発注者支援業務発注がある場合、評価業務は発注者支援者が実施

＜工事契約管理＞ ※工事の契約管理業務は基本的に「工事監督技術基準」準拠して設定

1 契約管理対象の確認 提示 確認 －

2 施工者への監督行為・権限の確認 提示 確認 確認

3 契約関連図書の内容の把握 提示 確認 －

4 施工計画書の内容の把握 受理 確認 作成

5 施工体制の把握 確認 実施 提示

6 工事の監督 承諾・指示・受理 確認・報告 実施 提出・提示
※発注者支援業務受託者は、工事施工状況の確認等の発注者支援業務の

仕様に定められた業務を実施し、CMRはその内容の確認等を行う。

7 工事関係者に関する措置請求 承諾 提案 協議

8 契約解除に関する必要書類の作成 承諾 作成 受理

9 設計図書又は工期の変更支援 承諾 提案 実施 通知・協議
※発注者支援業務発注がある場合、現地の確認・調査等は発注者支援者が

実施し変更の妥当性に係わる検討はCMRが実施

10 関連工事との調整 確認 実施 協議

11 工程の把握及び進捗管理 確認 実施 提出・提示

12 技術提案の評価 承諾 （提案）確認 提案

13 施工者との打合せ・協議 承諾・出席 実施 協議

14 破壊検査又は改造請求 承諾 提案 協議

15 建設副産物の適正処理状況確認 確認 報告 提出

16 工事目的物、第三者等の損害調査 確認 報告 提出

17 支給材料及び貸与品の確認、引き渡し 指示 実施 受理

18 現場発生品の処理 承諾 提案 実施

19 中間前払金請求に関する出来高確認及び報告 確認・承諾 報告 請求

20 部分払請求に関する出来形の確認及び報告 確認・承諾 報告 請求

21 臨機の措置 確認 実施 実施

22 事故に対する措置 承諾 報告 報告

23 他機関調整等 実施 支援 協力

24 地元協議等 実施 （支援）確認 支援 協力 ※発注者支援業務発注がある場合、発注者支援者が実施

25 検査日の通知及び検査の立会 通知 （実施）確認 実施 受領 ※発注者支援業務発注がある場合、発注者支援者が実施

26 工事成績に関する評価資料作成 評価 提案 －

27 検査資料の確認 承諾・受理 実施 提出

＜工事検査＞ ※地方公共団体においても検査規程等で監督と検査の兼職を禁止している

1 検査資料の確認及び完成検査 検収 支援 受検 ことから、監督と検査を業務として分離

2 工事成績に関する評価資料作成 評価 提案 －

プロジェクトにおける業務全般
発注者 CMr 設計者 発注者支援者 施工者

土木事業の各段階における業務役割分担表の整理（３／３）

工事段階
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○ 工事段階に関して、基本的には調査設計段階と同じ考え方で業務項目を挙げている。
○ 工事契約管理の業務項目は、基本的に国の工事監督技術基準の監督業務項目を網羅的に挙げている。（技術基準の中
の複数の監督業務項目を集約している業務項目もある。（例：工事の監督））

○建築でも共通と考えられる
が、建築事業の役割分担表
には記載がない。

○必要に応じて建築にフィー
ドバックし、文言等の調整を
行う。


